
「プロの総合資産プランニング」 正誤表 

頁 誤   正  
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上から 17 行目～ 

               1 

長男 （15,200 万円×―― ）×15％－500 千円 ＝ 5,200 千円 

               4 

               1 

長女 （15,200 万円×―― ）×15％－500 千円 ＝ 5,200 千円 

               4 

                         合 計    26,200 千円(a) 

               1 

長男 （15,200 万円×―― ）×20％－2,000 千円 ＝ 5,600 千円 

               4 

               1 

長女 （15,200 万円×―― ）×20％－2,000 千円 ＝ 5,600 千円 

               4 

合計     27,000 千円(a) 

上から 20 行目～ 

・配偶者の税額軽減額 

  妻 26,200 千円×（16,000 万円÷20,000 万円）＝20,960 千円 

・各人の税額 

妻 26,200 千円×（16,000 万円÷20,000 万円）－20,960 千円＝     0 円 

長男 26,200 千円×（ 2,000 万円÷20,000 万円）         ＝2,620 千円 

長女 26,200 千円×（ 2,000 万円÷20,000 万円）         ＝2,620 千円 

                                 合 計      5,240 千円 

 

・配偶者の税額軽減額 

妻 27,000 千円×（16,000 万円÷20,000 万円）＝21,600 千円 

・各人の税額 

妻 27,000 千円×（16,000 万円÷20,000 万円）－21,600 千円＝     0 円 

長男 27,000 千円×（ 2,000 万円÷20,000 万円）         ＝2,700 千円 

長女 27,000 千円×（ 2,000 万円÷20,000 万円）         ＝2,700 千円 

                                 合 計      5,400 千円 
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上から 12 行目   

5,240 千円(b) ＋21,400 千円(c) ＝26,640 千円 5,400 千円(b) ＋21,400 千円(c) ＝26,800 千円 

上から 14 行目～ 

 一方、一次相続で遺産すべてを長男、長女が相続すると26,200 千円(a)が税額と

なり、有利になる。 

 その結果、一次相続ですべてを長男、長女が相続した方がよいことになる。 

一方、一次相続で遺産すべてを長男、長女が相続すると27,000 千円(a)が税額

となり、この結果、一次相続で妻が 16,000 万円を相続した方がよいことになる。 

上から 20 行目 

 一次相続の相続税の総額 26,200 千円(a) 一次相続の相続税の総額 27,000 千円(a) 
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上から 21 行目～ 

・配偶者の税額軽減額 

妻 26,200 千円×（4,200 万円÷20,000 万円）＝5,502 千円 

・各人の税額 

妻 26,200 千円×（4,200 万円÷20,000 万円）－5,502 千円 ＝     0 円 

長男 26,200 千円×（7,900 万円÷20,000 万円）            ＝10,349 千円 

長女 26,200 千円×（7,900 万円÷20,000 万円）         ＝10,349 千円 

                                合 計     20,698 千円(d) 

 

・配偶者の税額軽減額 

妻 27,000 千円×（4,200 万円÷20,000 万円）＝5,670 千円 

・各人の税額 

妻 27,000 千円×（4,200 万円÷20,000 万円）－5,670 千円 ＝     0 円 

長男 27,000 千円×（7,900 万円÷20,000 万円）            ＝10,665 千円 

長女 27,000 千円×（7,900 万円÷20,000 万円）         ＝10,665 千円 

                                合 計     21,330 千円(d) 
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上から２行目 

 20,698 千円(d) ＋ 0(e) ＝ 20,698 千円 21,330 千円(d) ＋ 0(e) ＝ 21,330 千円 

上から６行目～ 

・一次相続 相続税総額 26,200 千円(a) 

          同様にして 計13,100 千円(f) 

・一次相続 相続税総額 27,000 千円(a) 

同様にして 計13,500 千円(f) 

上から 11 行目 

 13,100 千円(f) ＋ 7,700 千円(g) ＝ 20,800 千円 13,500 千円(f) ＋ 7,700 千円(g) ＝ 21,200 千円 

上から 13 行目～ 

配偶者税額軽減適用額が           16,000 万円の場合  26,640 千円 

配偶者税額軽減適用額が                  0 円の場合  26,200 千円 

配偶者税額軽減適用額が            4,200 万円の場合  20,698 千円 

配偶者税額軽減適用額が（２分の１）     10,000 万円の場合  20,800 千円 

 としてみると、目一杯軽減を使うより、二次相続を考えて配偶者の分割取得額

を4,200 万円にすることが一番有利のようである。 

配偶者税額軽減適用額が           16,000 万円の場合  27,000 千円 

配偶者税額軽減適用額が                  0 円の場合  26,800 千円 

配偶者税額軽減適用額が            4,200 万円の場合  21,330 千円 

配偶者税額軽減適用額が（２分の１）     10,000 万円の場合  21,200 千円 

としてみると、目一杯軽減を使うより、二次相続を考えて配偶者の分割取得額

を10,000 万円にすることが一番有利のようである。 

 


